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公 布 さ れ た 条 例 の あ ら ま し 

 

○ 滋賀県附属機関設置条例の一部を改正する条例（条例第７号） 

１ 滋賀県商工観光労働部ＰＦＩ事業者選定委員会を新たに設置することとし、当該附属機関の担任する事務ならび

に委員の数、構成および任期について定めることとしました。（別表関係） 

２ 滋賀県土木交通部指定管理者選定委員会の名称を滋賀県土木交通部指定管理者等選定委員会に改めるとともに、

担任する事務に都市公園法（昭和31年法律第79号）に定める公園施設の設置等の許可の申請を行うことができる者

を公募により選定するための評価の基準の策定および設置等予定者の選定に関する事項について調査審議すること

を追加することとしました。（別表関係） 

３ その他 

(1) この条例は、令和３年４月１日から施行することとしました。 

(2) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

〇 滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例（条例第８号） 

１ 知事の事務部局の職員、教育委員会の事務部局の職員、病院事業の事務部局の職員および教育機関の職員の定数

を増減員することとしました。（第２条関係） 

２ この条例は、令和３年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例等の一部を改正する条例（条例第９号） 

１ 次に掲げる条例について、夏季における心身の健康の維持および増進等の理由により休暇を願い出たときに特別

休暇を与えることができる期間を６月から10月までに拡大することとしました。 

(1) 滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例（平成６年滋賀県条例第49号） 

(2) 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例（昭和33年滋賀県条例第20号） 

 

令和 3 年（2021 年） 

3 月 2 6 日 

号 外 ( 2 ) 

金 曜 日 

 

県 章 

 

毎週火・金曜 2 回発行 

（※印は、県例規集に登載するもの） 



2 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

(3) 滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例（昭和33年滋賀県条例第24号） 

２ この条例は、令和３年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県新型コロナウイルス感染症対策基金条例および滋賀県税条例の一部を改正する条例（条例第10号） 

１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）の一部改正に伴い、必要な規定の整理を行うこと

としました。（本則関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定する条例の一部を改正する条例（条例第11

号） 

１ 滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として令和３年６

月30日まで指定を受けている特定非営利活動法人しがＮＰＯセンターを、令和８年６月30日まで再度指定すること

としました。（本則関係） 

２ この条例は、令和３年７月１日から施行することとしました。 

３ この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

○ 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例（条例第12号） 

１ 近代美術館の年間観覧料を新たに設けることとしました。（別表第28関係） 

２ 食品衛生法に基づく事務手数料について、必要な規定の整備を行うこととしました。（別表第34関係） 

３ 建築基準法に基づく事務手数料、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務手数料および建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務手数料について、床面積の大きさに応じ手数料の区分を細分化する

こととしました。（別表第43、別表第68および別表第69関係） 

４ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく事務手数料について、地域連携薬

局または専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査の手数料、医薬品、医薬部外品および化粧品の製造工程

のうち保管のみを行う製造所に係る登録の申請に対する審査の手数料等を新たに設けることとしました。（別表第 

53関係） 

５ その他 

(1) この条例は、次のアからオまでに掲げる区分に応じ、当該アからオまでに定める日から施行することとしまし

た。 

ア (3)の規定 公布の日 

イ ３および(2)の一部の規定 令和３年４月１日 

ウ ２の規定 令和３年６月１日 

エ ４および(2)の一部の規定 令和３年８月１日 

オ １および(2)の一部の規定 公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日 

(2) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

(3) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

○ 滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例（条例第13号） 

１ 道路交通法（昭和35年法律第105号）第49条第１項のパーキング・チケットの発給の手数料を削除することとしま

した。（別表第７関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例（条例第14号） 

１ 工業技術総合センター使用料のうち、窯業設備使用料の額を改めることとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和３年４月１日から施行することとしました。 

３ その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県道路法に基づく県道の構造に関する技術的基準を定める条例の一部を改正する条例（条例第15号） 

１ 交通事故の防止を図るため必要がある場合に道路に設ける施設として自動運行補助施設を追加することとしまし

た。（第34条関係） 

２ 歩行者利便増進道路の構造の一般的技術的基準を定めることとしました。（第46条関係） 

３ この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後に新設し、または改築する県道（この条例の施行の際現に

新設または改築の工事中の県道を除く。）について適用することとしました。 

○ 滋賀県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例（条例第16号） 

１ 道路管理者以外の者が県道に自動運行補助施設を設置しようとする場合の道路占用料の額を定めることとしまし

た。（別表関係） 
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２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第17号） 

１ 長浜市の西神団地の所在地を削除することとしました。（別表第２関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改正する条例（条例第18号） 

１ 市町立学校の県費負担教職員の定数を次表のとおり増減することとしました。（第２条関係） 

区  分 令和２年度 令和３年度 増減 

小学校（義務教 

育学校の前期課 

程を含む。） 

校長および教員 4,838人 4,868人 30人 
養護教員 236人 236人 ０人 
栄養教諭および学校栄養職員 56人 53人 △３人 
事務職員 262人 260人 △２人 
計 5,392人 5,417人 25人 

中学校（義務教 

育学校の後期課 

程を含む。） 

校長および教員 2,741人 2,773人 32人 
養護教員 106人 106人 ０人 
栄養教諭および学校栄養職員 15人 17人 ２人 
事務職員 122人 125人 ３人 
計 2,984人 3,021人 37人 

計 

校長および教員 7,579人 7,641人 62人 

養護教員 342人 342人 ０人 
栄養教諭および学校栄養職員 71人 70人 △１人 
事務職員 384人 385人 １人 
合計 8,376人 8,438人 62人 

２ この条例は、令和３年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第19号） 

１ 部活動指導業務に従事した場合に支給する手当額の特例の対象期間を令和８年３月31日まで延長することとしま

した。（付則第２項関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立近代美術館条例の一部を改正する条例（条例第20号） 

１ 題名を滋賀県立美術館条例に改めることとしました。（題名関係） 

２ 施設の名称を滋賀県立美術館に改めることとしました。（第１条関係） 

３ 美術館に設置する協議会の名称を滋賀県立美術館協議会に改めることとしました。（第10条関係） 

４ その他 

(1) この条例は、令和３年４月１日から施行することとしました。 

(2) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

○ 滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例（条例第21号） 

１ 本県の警察官以外の地方警察職員の定員を増員することとしました。（第１条関係） 

２ この条例は、令和３年４月１日から施行することとしました。 

 

 

  



4 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

条 例 

 

 



令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 5 

 

 



6 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

 

 



令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 7 

 

 



8 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

 

 



令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 9 

 

 



10 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

 

 



令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 11 

 

 



12 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

 

 



令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 13 

 

 



14 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

 

 



令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 15 

 

 



16 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

 

 



令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 17 

 

 



18 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

 

 



令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 19 

 

 



20 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

 

 



令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 21 

 

 



22 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

 

 



令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 23 

 

 



24 令和 3年（2021 年）3 月 26 日 滋  賀  県  公  報 号外(2) 

 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


